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船舶インシデント調査報告書 

 

                               平成２４年５月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２３年８月２５日 ００時０８分ごろ 

発生場所 和歌山県串本町潮岬東南東方沖 

 潮岬灯台から真方位１００°５１.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°１７′ 東経１３６°４６′） 

インシデント調査の経過 

 

 

平成２３年８月２９日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

漁船 第一八三佐賀
さ が

明 神
みょうじん

丸、１９０トン  

１３５１０５、明神水産株式会社 

４５.４１ｍ×６.３０ｍ×２.９４ｍ、軽合金 

ディーゼル機関、８５３kＷ、平成８年１月 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２０年１２月１９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１２月１９日 

  免状有効期間満了日 平成２５年１２月１８日 

機関長 男性 ３５歳 

 四級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成１３年１月１７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１２月２７日 

  免状有効期間満了日 平成２８年１月１６日 

死傷者等 なし 

損傷 主機弾性継手の防振ゴム損傷 

インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか２１人が乗り組み、高知県室戸市室戸岬南

方約１５０Ｍ沖でのかつお一本釣り漁を終えて静岡県御前崎市御前崎港へ

向けて潮岬東南東方沖を北進中、平成２３年８月２５日００時０８分ご

ろ、主機の減速機が異常警報を発するとともに回転数が上昇した。 

機関長は、機関室当直員からの報告を受けて機関室に急行し、機関室内

が白く、霞がかかった状態になっているのを認め、直ちに主機を停止し

た。 

その後、本船は、点検の目的で機関長が主機を始動したところ、主機が

運転されているものの、フライホイールが回転していないことが確認さ

れ、弾性継手の損傷が判明した。 

本船は、主機の運転を断念し、船長が海上保安庁に救援を要請し、来援

した巡視船にえい
．．

航されて三重県紀北町の紀伊長島港に入港した。 
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気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

その他の事項 本船は、船体の後方寄りに操舵室が、その下方に機関室が配置されてお

り、機関室は、上段及び下段からなり、下段の中央に主機が、その両側に

発電用補機が据え付けられていた。 

主機クランク軸は、１４個の筒型防振ゴムを備えた弾性継手を介してフ

ライホイール、減速機及びプロペラ軸に連結されていた。 

本船は、中間検査及び定期検査時に弾性継手を点検し、必要に応じて防

振ゴムを取り替えており、前回の取替えから本インシデントまで約１年半

が経過していた。 

本船は、操業中、頻繁に主機の発停を繰り返し、負荷変動が激しかっ

た。 

折損した防振ゴムは、本インシデント後の調査の結果、引っ張り強さと

伸びの両方が低下し、ゴムの硬さ、ゴムの物性とも内面に比べて表面部の

劣化が激しく、ゴムの表面に大きな永久歪が残留していることが判明し

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

あり 

なし 

本船は、潮岬東南東方沖を北進中、主機弾性継

手の防振ゴムが破損したことから、プロペラ軸へ

の動力伝達が不能となり、運航不能になったもの

と考えられる。 

主機弾性継手の防振ゴムは、機関室の熱又は主

機の頻繁な発停及び負荷変動による過大な応力が

作用したことにより劣化したか、熱及び過大な応

力が複合して折損に至った可能性があると考えら

れるが、その状況を明らかにすることはできなか

った。 

原因 本インシデントは、夜間、本船が、潮岬東南東方沖を北進中、主機弾性

継手の防振ゴムが破損したため、プロペラ軸への動力伝達が不能となった

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・防振ゴム表面の亀裂及び傷の有無の点検を励行するとともに、定期的

に永久歪量を計測して劣化の進行状況を確認すること。 

・防振ゴム表面のクラック、傷及び永久歪量が許容値を超えた場合、使

用時間が機関製造会社の推奨する期間を越えた場合は、防振ゴムを取

り替えること。 

 




